
ハラスメント等の相談から解決への流れ
相談の内容については相談者のプライバシーを守るとともに、秘密を厳守します。

【連絡】

【調査指示】

【報告】

【報告】

【不服申立て】

解決

               【措置の実施】

               【報告】

専門的カウンセリングを行います。

   【措置の実施】

当事者
不服がある場合、不服申立てを行うことができます。

並びにハラスメント等に起因する問題に対処するため、

必要な措置を講じます。

         ・調査、相談、救済、教育

         ・当事者間の調停
         ・相談者の保護と加害者に対する指導

理事長・学長・関係役職者
就労・就学、教育・研究の環境を改善するとともに、

処分を行う等の措置を講じます。

健康管理センター又は附属病院の関係診療科
必要に応じて医療的対応や

調査委員会
事実調査を行い、調査結果及び

再発防止案を報告します。

ハラスメント等の排除のため、

相談者

               【相談】

                【報告】

相談員

防止対策委員会

ハラスメント等を受けていると感じたら、相談員にご相談ください。
ハラスメント等を知った第三者も、相談をすることが可能です。

事実関係を把握し、必要な指導又は助言を行います。
相談があった事実及び当事者の意向等に関する記録を報告します。


